
 

令和２（2020）年度人権週間等における人権啓発の取組について 

 

 

 

１ 趣旨 

 全国的に 12 月 10 日の「人権デー」を最終日とする１週間が，「人権週間（12 月

４日～10 日）」として定められており，本県においても，広島県人権啓発活動ネッ

トワーク協議会と広島県教育委員会，広島市教育委員会が共同して，広報媒体等を活

用した啓発活動のほか，人権啓発フェスティバルを集中的に実施する。 

※広島県人権啓発活動ネットワーク協議会は，広島県，広島市，広島法務局，広島県人権擁護委員連合会，社会福祉法人広

島県社会福祉協議会，社会福祉法人広島市社会福祉協議会で構成されている。 

２ 広報媒体等を活用した広報活動 

  県民の人権への関心を高め，理解を深めることを目的として，広報媒体等を活用

した広報を行う。 

(1) 人権啓発ポスターの制作・掲出 

人権啓発ポスター（通年用・人権週間用）を制作し，県関係機関，県内全市町，

公共施設等，民間企業，公共交通機関等に掲出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新聞等の広告の活用 

中国新聞及び朝日新聞，地域総合情報誌（リビングひろしま・リビングふくや

ま）に，人権課題に係る啓発や「ヒューマンフェスタ 2020 ひろしま」に係る広

告を掲載する。 

(3) 啓発リーフレットの制作・配布 

人権課題の記事や人権相談窓口などを掲載した人権啓発リーフレット（別紙）

を制作し，県関係機関，市町・図書館等の公共施設，民間企業等に配布する。 

(4) サンフレッチェ広島公式試合での啓発 

Ｊリーグ公式戦（11/28 北海道コンサドーレ札幌戦）において，スタッフの体

調管理，フェイスガードの着用，衛生手袋の着用等の新型コロナウイルス感染拡

大防止対策を講じ，啓発資料の配布を実施する。 

 

 

令 和 ２ 年 1 1 月 1 9 日 

人権男女共同参画課 

 

 

人権週間用ポスター 

 

通年用ポスター 

環境県民局 
資   料 Ｎｏ．６ 

※ 



３ 人権啓発フェスティバル「ヒューマンフェスタ 2020ひろしま」の開催 

(1) 日 時 

令和２年 12月５日(土) 11:00～16:00 

令和２年 12月６日(日) 10:00～16:00 

(2) 場 所 

広島市総合福祉センター（広島市南区松原町５－１［BIG FRONT ひろしま５・６階］） 

(3) 内 容 

  対面型（参集による実施）と Web 配信（Youtube による LIVE・後日配信）により実施

する。（参考としてチラシを添付する。） 

開催日 会場 主 な イ ベ ン ト 

５日 

（土） 

広島市総合福祉ｾﾝﾀｰ 

■11:00～15:30 人権啓発映画上映会 

■11:30～12:15 天道
てんどう

清
きよ

貴
たか

ライブ 

■12:15～13:15 LGBTトークショー 

■13:30～14:30 人権講演会 

 テーマ：「Importance of identity」 

 講師：広島インターナショナルスクール校長 

ダミアン・レンチュールさん 

■14:45～15:45 人権講演会 

 テーマ：「心の音を奏でるピアニスト“野田
の だ

あすか”が輝くま

での道のり」 

 講師：発達障害のピアニスト野田あすかの母 野田
の だ

 恭子
きょうこ

さん 

特設ブース ■レインボーバタフライプロジェクト 

６日 

(日) 

広島市総合福祉ｾﾝﾀｰ 

■11:05～11:50 いじめ防止実践上映会 

 上映校：河内高等学校，三次青陵高等学校，呉南特別支援学校 

■12:00～12:30 人 KENまもる君とあゆみちゃんミュージカル 

■12:45～13:45 身体障害者補助犬貸与式＆デモンストレーション 

■14:00～16:00 あいサポート運動人権講演会 

 テーマ：「新型コロナと障害のある人の暮らし」 

 講師：内閣府障がい者差別解消法アドバイザー 又
また

村
むら

 あおいさん 

特設ブース 
■困りごと相談 

■託児 

両日 常設ブース 

■あいサポートアート展作品展示 

■人権クイズ 

■展示コーナー（OUT IN JAPAN写真展等） 

 (4) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

   以下のとおり，感染防止対策を講じ，実施する。 

   （ｱ）部屋の収容定員の設定（定員の半数に入室制限） 

   （ｲ）参加者名簿（ひろしまコロナお知らせ QRの活用等）の整備など 

   ※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により，当該事業は中止の可能性があるこ

とから，中止する場合は，広島県のホームページへの掲載により周知を図る。 










